
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

（
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く

職
員
の
給
与
や
手
当
、

特
別
職
及
び
議
員
の
期

末
手
当
を
改
正
す
る
も

の
）

※
一
括
議
題
と
し
て
審
査

し
ま
し
た
。

【
論
点
①
】
人
事
院
勧
告
の

内
容

•
国
が
民
間
事
業
所
の
給

与
や
手
当
に
つ
い
て
官

民
の
格
差
を
調
査
し
た

結
果
、
月
額
給
与
で
０
・

１
７
％
、
ボ
ー
ナ
ス
で

０
・
１
２
か
月
の
差
が

あ
っ
た
た
め
、
月
額
給

与
の
引
き
上
げ
と
、
勤

勉
手
当
０
・
１
か
月
分
の

引
上
げ
を
行
う
こ
と
と

な
っ
た
。

【
論
点
②
】
改
正
に
伴
う
給

与
や
手
当
へ
の
影
響
額
や

若
年
層
の
処
遇
改
善

•
議
員
全
体
で
、
約
１
２

０
万
円
、
特
別
職
全
体

【
論
点
①
】
育
児
休
業
等
の

取
得
状
況
と
取
得
し
や
す

い
環
境
整
備

•
平
成
27
年
度
の
実
績
で
、

育
児
休
業
は
14
名
が
取

得
し
、
そ
の
う
ち
男
性

は
１
名
で
あ
る
。

•
介
護
休
暇
の
取
得
者
は

い
な
い
が
、
１
日
単
位

で
取
得
で
き
る
介
護
の

特
別
休
暇
は
６
名
が
取

得
し
、
そ
の
う
ち
男
性

は
３
名
で
あ
る
。

•
各
職
場
に
お
い
て
、し
っ

か
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
り
、
事
務

に
支
障
が
な
い
こ
と
を

最
優
先
に
し
な
が
ら
、

所
属
長
の
指
示
の
も
と

個
人
を
全
体
が
カ
バ
ー

し
て
い
き
た
い
。

◆
議
第
１
０
３
号

高
山
市
観
光
施
設
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

（
パ
ス
カ
ル
清
見
の
一

部
、
宿
泊
棟
や
体
験
館

な
ど
を
自
然
へ
の
配
慮

や
地
域
雇
用
を
図
る
こ

起
立
採
決
に
よ
り
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の

と
決
し
ま
し
た
。

◆
議
第
１
０
０
号

高
山
市
職
員
の
退
職
手

当
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当

法
の
改
正
に
伴
い
、
65

歳
以
上
の
退
職
者
に
係

る
退
職
手
当
の
調
整
対

象
者
の
見
直
し
等
を
行

う
た
め
改
正
す
る
も
の
）

【
論
点
①
】
対
象
の
範
囲

•
医
師
や
任
期
付
職
員
が

該
当
す
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
現
在
対
象
と
な

る
職
員
は
い
な
い
。

◆
議
第
１
１
２
号

高
山
市
職
員
の
勤
務
時

間
等
に
関
す
る
条
例
及

び
高
山
市
職
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

（
介
護
休
業
の
分
割
取
得

が
で
き
る
な
ど
、
育
児

休
業
、
介
護
休
業
等
育

児
又
は
家
族
介
護
を
行

う
労
働
者
の
福
祉
に
関

す
る
法
律
等
の
改
正
に

伴
い
改
正
す
る
も
の
）

で
、
約
29
万
円
、
職
員

全
体
で
、
給
料
が
約
３

９
０
万
円
、
勤
勉
手
当

が
約
３
，０
７
０
万
円
の

増
額
で
あ
る
。

•
市
職
員
は
昨
年
２
％
の

減
額
と
な
っ
て
お
り
、

実
支
給
額
が
増
額
す
る

職
員
は
、
重
点
的
に
配

分
さ
れ
た
若
年
層
が
多

く
、
40
歳
未
満
の
職
員

の
ほ
ぼ
全
員
と
、
50
歳

以
上
の
職
員
の
約
15
％

が
増
額
と
な
る
。

【
論
点
③
】
扶
養
手
当
の
見

直
し
に
よ
る
影
響

•
扶
養
手
当
の
う
ち
、
配

偶
者
の
扶
養
手
当
が
半

額
に
減
額
さ
れ
る
職
員

は
１
２
６
人
、
子
ど
も

の
扶
養
手
当
が
増
額
と

な
る
職
員
は
３
６
５
人

で
、
全
体
の
影
響
額
は

差
し
引
き
月
額
約
１
３

０
万
円
の
増
額
と
な
る
。

【
論
点
④
】
民
間
企
業
の
賃

上
げ
へ
の
対
応

•
民
間
の
企
業
に
つ
い
て

も
市
場
の
動
向
を
注
視

し
な
が
ら
適
切
な
経
済

対
策
を
進
め
て
い
き
た

い
。

※
議
第
97
号
に
つ
い
て
は

　

報
第
12
号
に
つ
い
て
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

条
例
案
件
、
事
件
案
件
、

予
算
案
件
に
つ
い
て
議
案

説
明
の
後
、
各
委
員
会
に

付
託
し
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
を
行
い
ま
し

た
。（
Ｐ
６
〜
）

　

13
日
の
一
般
質
問
終
了

後
に
、
議
第
１
１
２
号
に

つ
い
て
追
加
上
程
が
さ
れ
、

所
管
委
員
会
に
付
託
し
ま

し
た
。

◆
議
第
97
号

高
山
市
議
会
議
員
の
議

員
報
酬
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

◆
議
第
98
号

高
山
市
特
別
職
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

◆
議
第
99
号

高
山
市
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
及
び
高
山

市
一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採
用
等
に
関
す
る
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12月定例会の報告

12
月
１
日 

本
会
議

12
月
９・
12
・
13
日

　
　
　
一
般
質
問

12
月
15
日

総
務
厚
生
委
員
会

12
月
16
日

文
教
産
業
委
員
会

　

平
成
28
年
12
月
定
例
会
が
12
月
１
日
か
ら
12
月
21
日

ま
で
の
21
日
間
開
催
さ
れ
、
消
防
法
令
に
関
す
る
重
大
違

反
の
あ
る
防
火
対
象
物
の
公
表
制
度
を
設
け
る
、
高
山
市

火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
を

は
じ
め
、
17
議
案
を
審
査
し
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
員
提
出
案
件
の
「
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除

制
度
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書
」
を
可
決
し
ま
し
た
。

（
議
案
一
覧
表
に
つ
い
て
は
Ｐ
５
を
参
照
）

平
成
２８
年

1212
月
定
例
会
の
報
告

月
定
例
会
の
報
告


